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蒲郡市国民健康保険短期被保険者証・被保険者資格証明書交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７０３条の４第１

項に規定する国民健康保険税（以下「保険税」という。）を長期間滞納している

世帯主（以下「長期滞納世帯主」という。）に対して講ずるべき措置及びその手

続を定め、被保険者間の負担の公平・公正を図るとともに、国民健康保険の健全

な運営に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 保険者 国民健康保険を行う蒲郡市をいう。 

⑵ 被保険者 蒲郡市国民健康保険の被保険者をいう。 

⑶ 法 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）をいう。 

⑷ 世帯 住居及び生計を一にする者の集合体をいう。 

⑸ 世帯主 主として世帯の生計を維持する者で、その世帯を代表するものをい

う。 

⑹ 納期限 各納期の末日（納期が土・日曜日、祭日等に該当する場合は翌日又

は翌々日）をいう。 

⑺ 被保険者証 被保険者であることを証明するもので、世帯主に交付する。 

⑻ 短期被保険者証 法第９条第１０項の規定により通例定める期日より前の期

日を定めた被保険者であるということを証明するもので、世帯主に交付する（以

下「短期証」という。）。 

⑼ 被保険者資格証明書 被保険者証を返還した世帯に対し、被保険者であるこ

とを証明するもので、世帯主に交付する（以下「資格証明書」という。）。 

 （長期滞納世帯主） 

第３条 この要綱における長期滞納世帯主とは、次の各号のいずれかに該当する世

帯主をいう。 

⑴ 措置の日が属する年度の保険税を概ね２分の１に相当する額以上滞納してい

る世帯主 

⑵ 措置の日が属する年度の前年度保険税を概ね２分の１に相当する額以上滞納
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している世帯主 

⑶ 措置の日が属する年度前から複数年にわたり保険税を滞納している世帯主 

 （短期証の交付措置） 

第４条 前条各号に規定する世帯主のうち、納付相談・指導において取り決めた保

険税の納付方法を誠意をもって履行しない場合には、短期証を交付することがで

きる。ただし、短期証を交付する世帯主の世帯に１８歳に達する日以後最初の３

月３１日までの間にある被保険者があるときは、当該被保険者に係る被保険者証

については、この限りでない。 

２ 短期証の有効期限は６か月以内とし、原則窓口交付とする。 

 （資格証明書の交付措置） 

第５条 保険税の納期限から１年が経過するまでの間に当該保険税を納付しない次

に該当する世帯に対して、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、

被保険者証又は短期証の返還を求め、資格証明書を交付する。 

⑴ 納付相談、指導に応じようとしない世帯 

⑵ 納付相談、指導の結果、所得・資産を勘案し十分な担税能力があると認めら

れる世帯 

⑶ 納付相談、指導において取り決めた保険税の納付方法を誠意をもって履行し

ない世帯 

⑷ 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更等を行う等、滞納処

分を免れようとする世帯 

２ 前項各号の世帯は、別表第１に掲げる世帯とする。 

３ 第１項に規定する期間が経過しない場合においても、同項各号に規定する世帯

主に対し被保険者証又は短期証の返還を求め、資格証明書を交付することができ

る。ただし、災害その他特別の事情があると認められるときは、この限りでない。 

 （適用除外） 

第６条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯には、資格

証明書を交付しないものとする。 

⑴ 世帯に属するすべての被保険者が法第９条第３項に規定する厚生労働省令で

定める医療に関する給付を受けることができる世帯 

⑵ 世帯に属する被保険者のいずれかがが、蒲郡市子ども医療費助成条例（平成

１４年蒲郡市条例第３５号）に規定する未就学児、児童及び入院に係る医療に
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関する給付を受ける生徒若しくは蒲郡市母子家庭等医療費助成条例（昭和５３

年蒲郡市条例第２０号）、蒲郡市心身障害者医療費助成条例（平成１８年蒲郡市

条例第１７号）又は蒲郡市精神障害者医療費助成条例（平成７年蒲郡市条例第

６号）の規定による医療費の助成を受けることができる世帯 

⑶ 蒲郡市国民健康保険税条例（昭和３２年蒲郡市条例第３２号）第２９条第１

項の表第５号に規定する減免の理由に該当する世帯 

２ 世帯主が資格証明書の交付を受けている場合において、当該世帯に属する被保

険者が法第９条第３項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付を受け

ることができる者となったときは、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保

険者証を交付するものとする。 

 （被保険者証の返還） 

第７条 第５条の規定により保険者から被保険者証の返還を求められた世帯主は、

当該被保険者証を返還しなければならない。 

 （被保険者証の返還通知） 

第８条 保険者は世帯主に対して被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらか

じめ次に掲げる事項を書面（第１号様式）により当該世帯主に通知しなければな

らない。 

⑴ 法第９条第３項又は第４項の規定により被保険者証の返還を求める旨 

⑵ 被保険者証の返還先及び返還期限 

２ 返還を求めている被保険者証の有効期限が切れた場合には、国民健康保険法施

行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）（以下「規則」という。）第５条の７第２

項の規定により、当該被保険者証の返還があったものとみなすことができる。 

 （弁明の機会の付与） 

第９条 保険者は、次条に規定する特別の事情のある場合を除き、被保険者証の返

還を求める世帯主に対し、蒲郡市行政手続条例（平成９年蒲郡市条例第２号）第

１５条の規定により弁明書の提出を求める通知（第２号様式）を行うものとする。 

２ 前項の弁明書が提出されない場合又は弁明によっても予定されている処分が正

当であると認められる場合は、当該世帯に対し被保険者証の返還を求めるものと

する。 

 （特別の事情） 

第１０条 第５条第１項及び第３項に規定する特別の事情は、国民健康保険法施行
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令（昭和３３年政令第３６２号）第１条の各号に規定する、次に掲げる事情とす

る。 

⑴ 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。 

⑵ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。 

⑶ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。 

⑷ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。 

⑸ 前各号に類する事由があったこと。 

２ 前項各号の事情の程度は、別表第２に掲げる区分による。 

 （特別の事情に関する届出） 

第１１条 世帯主は、保険者から被保険者証返還の求めがあった場合において、前

条に規定する特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書

（第３号様式）を、保険者に提出しなければならない。 

⑴ 世帯主の氏名、住所及び個人番号 

⑵ 保険税を納付することができない理由 

⑶ 被保険者証の記号及び番号 

２ 世帯主は、資格証明書の交付を受けている場合において、前条の特別の事情が

生じたときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出し

なければならない。 

３ 保険者は、必要に応じ、前２項の届書に、特別の事情を明らかにする書類を添

付することを求めることができる。 

 （資格証明書の交付日等） 

第１２条 資格証明書の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日（規則第

５条の７第２項の規定により返還があったとみなされた場合は、無効となった日）

の翌日とする。 

２ 交付された資格証明書の有効期限は、被保険者証の検認又は更新日までとする。 

 （措置の解除） 

第１３条 第５条により資格証明書を交付した世帯が、次のいずれかに該当する場

合は、当該世帯主に対し資格証明書の返還を求め、被保険者証又は短期証を交付

する。 

⑴ 滞納している保険税を完納した場合 

⑵ 滞納している保険税が著しく減少し、かつ、残額について納付計画を明らか
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にし、誠実に履行されることが確実と認められる場合 

⑶ 特別の事情があると認められる場合 

 （資格証明書交付世帯の異動等） 

第１４条 資格証明書交付世帯に異動が生じたときは、保険税の納付相談・納付指

導を行った後に手続するものとする。 

２ 前項の規定による手続は、別表第３に掲げるとおりとする。 

（保険給付の一時差止め） 

第１４条の２ 長期滞納世帯主が、特別療養費、療養費、移送費、特例療養費、高

額療養費、出産育児一時金、葬祭費等の保険給付（以下「保険給付」という。）

を受けようとする場合において、保険税の納期限から１年６月が経過するまでの

間に当該保険税を納付しないときは、第１０条に定める特別の事情があると認め

られる場合を除き、長期滞納世帯主に係る保険給付の全部又は一部の支払いを一

時差止め（以下「保険給付の一時差止め」という。）るものとする。 

２ 前項に規定する期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることがで

きる長期滞納世帯主が保険税を滞納している場合においては、第１０条に定める

特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の一時差止めをすることが

できる。 

３ 前２項の規定により一時差止める保険給付の額は、当該滞納保険税額に比べ、

著しく高額なものとならないようにするものとする。 

４ 第１項又は第２項の規定により保険給付の一時差止めを行おうとするときは、

保険給付の一時差止め通知書（第４号様式）によりあらかじめ当該世帯主に通知

する。 

（一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税の控除） 

第１４条の３ 第５条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主であって、

前条の規定により保険給付の一時差止めがなされている場合に、なお滞納してい

る保険税を納付しない場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を書面（第５号様

式）により当該世帯主に通知し、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から

当該世帯主が滞納している保険税額を控除することができる。 

⑴ 法第６３条の２第３項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納

額を控除する旨 

⑵ 一時差止めに係る保険給付の額 
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⑶ 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限 

 （罰則） 

第１５条 短期証及び資格証明書の交付に関する罰則は、蒲郡市国民健康保険条例

（昭和３４年蒲郡市条例第６号）の規定による。 

 （その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

２ この要綱適用前に交付された短期証については、なお従前の例による。 

３ 平成１２年９月１日施行の蒲郡市国民健康保険税滞納世帯に係る短期被保険者

証の交付基準要綱は、廃止する。 

附 則 

１ この要綱は、平成１３年１１月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成１３年１１月１日以後の保険給付について適用し、同日前の

保険給付に係るものについては、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成１９年３月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２０年１１月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の蒲郡市国民健康保険短期被保険者証・被保険者

資格証明書交付要綱の規定による第３号様式の用紙で、現に残存するものは、所

要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年８月１７日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年９月１８日から施行する。 

附 則 
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この要綱は、令和２年１２月２１日から施行する。 

別表第１（第５条関係） 

第１号 
納税相談時において、特別の事情が認められぬにもかかわらず、納付計画を

明らかにしない世帯 

第２号 
明らかにした納付計画が、世帯における所得及び資産に対し著しく少ない世

帯 

第３号 納付計画に基づく月々の分割納付額を３か月以上滞った世帯 

第４号 
差押予告後、電話加入権、預金及び不動産等の名義を意図的に名義変更し、

又は解約を行った世帯 

別表第２（第１０条関係） 

区 分 程     度 添付書類 

第１号 

災害 
前年中の所得が1,000万円以下の世帯が、

震災、風水害、落雷、火災などの災害や

盗難で、財産の１０分の３以上の損害を

受けたとき 

罹災証明等 

盗難 盗難届の写し 

第２号 

病気 前年中の所得が 300 万円以下の世帯で、

世帯主又はその者と生計を一にする者

が、病気や負傷により長期療養（６か月

（入院の場合は３か月）以上）が必要と

なったとき 

診断書の写し 
負傷 

第３号 

廃止 前年中の所得が 300 万円以下の世帯で、

当該年中の所得が 10分の 7以下となる見

込みのとき 

事業廃止届の写し 

休止 
事業の休止が明らかにな

る書類 

第４号 

前年中の所得が 300万円以下の世帯で、当該年中

の所得が前年中の事業所得に比較して 10 分の 3

以上の損失を受けたとき 

必要と認める書類 

第５号 

前年中の所得が 300万円以下の世帯で、生計の中

心となっている者が失業（定年退職・自己都合に

よる退 

職を除く）し、担税力を著しく失ったとき 

必要と認める書類 

別表第３（第１４条関係） 

異 動 内 容 手続 

資格証明書交付世帯から世帯分離により

新た 

に生じた世帯 

被保険者証を交付する。 

資格証明書交付世帯が被保険者証の交付

を受けている世帯（以下「被保険者証交付

世帯」という。）に合併された世帯 

資格証明書を回収し、被保険者証に編入さ

れた者の氏名等を追加する。 
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被保険者証交付世帯の被保険者が資格証

明書交付世帯の世帯員となったとき 
資格証明書の氏名等を追加する。 

資格証明書交付世帯間での異動 双方の資格証明書の氏名等を訂正する。 

資格証明書交付世帯での世帯主の変更 

資格証明書を回収し、被保険者証を交付す

る。ただし、正当な理由がなく世帯主の変

更を行なった場合は、この限りではない。 

資格証明書交付世帯において、被保険者資

格を喪失した世帯主が、再び被保険者資格

を取得した場合 

保険税の滞納が解消されていない場合、短

期証を交付した後、要綱に基づき手続を行

う。 
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第１号様式（第８条関係）  

 

年   月   日  

 

 

被  保  険  者  証  返  還  通  知  書  
 

 

住 所  

 

氏 名       様  

 

 

蒲郡市  

 

蒲郡市長         印  

 

 

 

返還を求める被保険者証  記 号   番 号  
 

被 保 険 者 証 返 還 事 由  国民健康保険法第９条第３項による  

被 保 険 者 証 の 返 還 先   

被保険者証の返還期限  年   月   日  

備 考  

 

 



10 

 

第２号様式（第９条関係）  

 

 

年   月   日  

 

 

弁  明  の  機  会  付  与  通  知  書  

 

 

住 所  

 

氏 名       様  

 

 

蒲郡市  

 

蒲郡市長         印  

 

 

 

下記のとおり文書による弁明の機会を付与しますので、弁明書を提出してくだ

さい。  

記  

弁 明 の 件 名   

予定されている不利益  

処 分 の 内 容  
 

不 利 益 処 分 の 根 拠  

と な る 法 令 の 条 項  
 

不 利 益 処 分 の 原 因  

と な る 事 実  
 

弁 明 書 の 提 出 先   

弁 明 書 の 提 出 期 限  年   月   日  

弁 明 の 機 会 の 付 与 に  

関 す る 事 務 を 所 掌  

す る 組 織  

名 称   

所 在 地   

１ 弁明書には、あなたの氏名、住所、弁明の件名及び弁明に係る事案につい

ての意見を記載してください。  

２ 弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができます。  
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第３号様式（第１１条関係）  

 

年   月   日  

 

蒲 郡 市 長 様  

 

 

特  別  の  事  情  に  関  す  る  届  書  

 

 

住 所  蒲郡市  

氏 名 （ 世 帯 主 ）  
 

電 話 番 号   

被 保 険 者 証  記号   番号  
 

個 人 番 号   

国民健康保険税を納付  

 

することができない理

由  

 

国民健康保険法施行令第１条の第  号該当  

 

 

（具体的に                 ）  

備 考  

 

添付書類  
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第４号様式（第１４条の２関係）  

 

年   月   日  

 

 

保険給付の一時差止め通知書  

 

住 所  

 

氏 名       様  

 

 

蒲郡市  

 

蒲郡市長         印  

 

 

 

被 保 険 者 証 記 号 ・ 番 号   

一時差止めする保険給付  

種  類   

金  額  円  

保険給付一時差止めの事

由  

蒲郡市国民健康保険短期被保険者証・被保険者資格証

明書交付要綱第１４条の２第   項適用  

備 考   
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第５号様式（第１４条の３関係）  

 

年   月   日  

 

 

一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税控除通知書  

 

 

住 所  

 

氏 名       様  

 

 

蒲郡市  

 

蒲郡市長         印  

 

 

国民健康保険法第６３条の２第３項の規定により、一時差止めに係る保険給

付額から滞納保険税額を控除します。  

 

記  

一 時 差 止 め に 係 る  

保 険 給 付  

種  類   

金  額                円  

控除する滞納保険税

額  

 

及 び 納 期 限  

年度  期別  税額  延滞金  合計  納期限  

      

      

      

      

      

      

備 考   

 


